
川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱 新旧対照表 

新 旧 

第１条～第１１条 略 

 

 附 則 

１ この要綱は、昭和６３年９月１日から適用する。 

２ 川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱及び運用指針（昭和４７年７月

日施行）は、廃止する。ただし、指名停止措置要件に該当する事由が昭和６

年８月３１日以前に生じたものについては、なお従前の例による。 

 中略 

附 則 

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第１１条 略 

 

 附則 

１ この要綱は、昭和６３年９月１日から適用する。 

２ 川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱及び運用指針（昭和４７年７月

日施行）は、廃止する。ただし、指名停止措置要件に該当する事由が昭和６

年８月３１日以前に生じたものについては、なお従前の例による。 

 中略 

附 則 

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

新設  

 

 

 



川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱 新旧対照表 

新 旧 

別表第１ 

 

措 置 要 件 期  間 

虚偽記載 略 

 

 

略 

過 失 に よ る

粗雑履行  

２ 本市契約の履行に当たり、過失により

履行を粗雑にした           

          と認められると

き（契約不適合の程度が軽微であると認

められるときを除く。）。 

当該認定をした日

から１か月以上６

か月以内 

３ 本市発注工事以外の工事（以下「一般

工事」という。）の施工に当たり、神奈

川県内において、過失により工事を粗雑

にしたときで、契約不適合の程度が重大

であると認められるとき。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

故 意 に よ る

粗雑履行  

４ 本市契約の履行に当たり、故意により

履行を粗雑にした           

  と認められるとき。 

当該認定をした日

から12か月以上36

か月以内 

５ 一般工事の施工に当たり、神奈川県内

において、故意により工事を粗雑にした

とき。 

当該認定をした日

から６か月以上12

か月以内 

以下略 

 

 

別表第１ 

 

措 置 要 件 期  間 

虚偽記載 略 略 

過 失 に よ る

粗雑工事等 

２ 本市契約の履行に当たり、過失により

工事を粗雑にし         、又

は粗雑品等を納入したと認められると

き（かし      が軽微であると認

められるときを除く。）。 

当該認定をした日

から１か月以上６

か月以内 

３ 本市発注工事以外の工事（以下「一般

工事」という。）の施工に当たり、神奈

川県内において、過失により工事を粗雑

にしたときで、かし      が重大

であると認められるとき。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

故 意 に よ る

粗雑工事等 

４ 本市契約の履行に当たり、故意により

工事を粗雑にし、又は粗雑品等を納入し

たと認められるとき。 

当該認定をした日

から12か月以上36

か月以内 

５ 一般工事の施工に当たり、神奈川県内

において、故意により工事を粗雑にした

とき。 

当該認定をした日

から６か月以上12

か月以内 

以下略 

 

 



川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱 新旧対照表 

新 旧 

別表第４ 

 

措 置 要 件 期  間 

度 重 な る 警

告 

１ 別表第１の「安全管理の措置が不適切

による事故」（公衆損害）に該当するが、

指名停止に至らず、要綱第８条における

書面での警告を受けた場合において、警

告を受けた日から１年以内に前回と同

種の警告を書面で再び受けたとき。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

２ 別表第１の「安全管理の措置が不適切

による事故」（工事関係者等）に該当す

るが、指名停止に至らず、要綱第８条に

おける書面での警告を受けた場合にお

いて、警告を受けた日から１年以内に前

回と同種の警告を書面で再び受けたと

き。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

３ 別表第２の「不正又は不誠実な行為

等」の各号に該当するが、指名停止に至

らず、要綱第８条における書面での警告

を受けた場合において、警告を受けた日

から１年以内に前回と同一の警告を書

面で再び受けたとき。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

４ 第１号、第２号及び第３号以外の場合

で、別表第１、第２及び第３の各号に該

当するが、指名停止に至らず、要綱第８

条における書面での警告を受けた場合

において、警告を受けた日から１年以内

に前回と同種の警告を書面で再び受け

たとき。 

当該認定をした日

から１か月以上３

か月以内 

 

新設   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱運用指針 新旧対照表 

新 旧 

この運用指針は、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱（以下「要 

綱」という。）に定める別表等の取扱いを定めるものとする。 

 

１ 措置要件の取扱い（別表第１関係） 

〔虚偽記載〕略 

 

〔過失による粗雑履行 〕 

（１）「履行を粗雑にしたと認められるとき」とは、工事、業務委託及び 

物品供給等において、履行検査時又は履行完了後から相当の期間内に、 

目的物に契約不適合があることが発見されたときとする。 

（２）「契約不適合の程度が重大である」とは、施工上の過失が重大である 

とき、公衆に死傷者を生じさせたとき又は重大な損害を与えたとき、 

あるいは重大な損害を与えるおそれがあるとき等をいい、「契約不適合 

の程度が重大であると認められるとき」とは、原則として、建設業法に 

基づく監督処分がなされたときとする。 

（３）略 

 

〔故意による粗雑履行 〕 

（１）契約規則第２条第１項（地方自治法施行令（以下「令」という。） 

第１６７条の４第２項第１号）に該当する事案を対象とし、措置期間 

については、［過失による粗雑履行 ］の措置基準の取扱いに準じて 

その都度決定するものとする。 

 

以下〔契約違反〕～〔安全管理の措置が不適切による事故〕略 

この運用指針は、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱（以下「要 

綱」という。）に定める別表等の取扱いを定めるものとする。 

 

１ 措置要件の取扱い（別表第１関係） 

〔虚偽記載〕略 

 

〔過失による粗雑工事等〕 

（１）「粗雑工事」とは、工事の目的物にかしがある状態をいう。     

                                       

                        

（２）「かし      が重大である」とは、施工上の過失が重大である 

とき、公衆に死傷者を生じさせたとき又は重大な損害を与えたとき、 

あるいは重大な損害を与えるおそれがあるとき等をいい、「かし    

   が重大であると認められるとき」とは、原則として、建設業法に 

基づく監督処分がなされたときとする。 

（３）略 

 

〔故意による粗雑工事等〕 

（１）契約規則第２条第１項（地方自治法施行令（以下「令」という。） 

第１６７条の４第２項第１号）に該当する事案を対象とし、措置期間 

については、［過失による粗雑工事等］の措置基準の取扱いに準じて 

その都度決定するものとする。 

 

以下〔契約違反〕～〔安全管理の措置が不適切による事故〕略 

 

 

 

 

 

 



川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱運用指針 新旧対照表 

新 旧 

２ 措置要件の取扱い（別表第２関係） 

〔贈賄〕、〔独占禁止法違反行為〕略 

 

〔建設業法違反行為〕 

（１）建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当で 

あると認められるのは、原則として、次の場合をいうものとする。 

ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、 

神奈川県内及び東京都内における建設業法違反容疑により逮捕され、 

又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 

イ 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合（軽微なもの 

   は除く。） 

    なお、イに該当する事案であって、経営事項審査において虚偽の 

申請をしていたことを理由に監督処分がなされた場合には、虚偽の 

申請に基づき得た経営事項審査結果を競争入札参加資格申請の際に、 

川崎市に提出していたときは要綱別表第２第８号の規定を適用し、 

神奈川県内及び東京都内に提出していたときは要綱別表第２第９号 

の規定を適用するものとする。 

 

以下〔不正又は不誠実な行為等〕、〔経営不振〕略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 措置要件の取扱い（別表第２関係） 

〔贈賄〕、〔独占禁止法違反行為〕略 

 

〔建設業法違反行為〕 

（１）建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当で 

あると認められるのは、原則として、次の場合をいうものとする。 

ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、 

神奈川県内及び東京都内における建設業法違反容疑により逮捕され、 

又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 

イ 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合（軽微なもの 

 は除く。） 

                                

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                              

 

以下〔不正又は不誠実な行為等〕、〔経営不振〕略 

 

  



川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱運用指針 新旧対照表 

新 旧 

３ 略 

 

４ 措置期間の取扱い 

（１）措置期間については、別に定める措置基準によるものとするが、決裁 

日の翌日（午前０時）を始期として取扱うものとし、短期を起点とし 

事故等の内容により長期を限度に措置するものとする。また、要綱第４ 

条第６項の規定に基づき解除する場合は、決裁日を指名停止の終期とし 

て取扱うものとする。 

（２）略 

 

５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

 

４ 措置期間の取扱い 

（１）措置期間については、別に定める措置基準によるものとするが、決裁 

日の翌日（午前０時）を始期として取扱うものとし、短期を起点とし 

事故等の内容により長期を限度に措置するものとする。        

                                                                    

                       

（２）略 

 

５ 略 

 



  

川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱 措置基準 新旧対照表 

新 旧 

別表第１関係 

過失による粗雑履行  １ 本市契約 

（１）公衆に３名以上の死亡者を

生じさせたとき。 

 

（２）公衆に死亡者若しくは多数

の負傷者を生じさせ又は公衆に

重大な損害を与えたとき。 

（３）検査結果が不良であったと

き。（工事検査の場合は，評点が

５５点未満とされた工事を１か

年に２度生じさせたとき。） 

３か月以上 

６か月以内 

 

２か月以上 

３か月以内 

 

１か月以上 

２か月以内 

２ 一般工事 

（１）公衆に３名以上の死亡者を

生じさせたとき。 

（２）死亡者若しくは多数の負傷

者を生じさせ又は重大な損害を

与えたとき。 

２か月以上 

３か月以内 

１か月以上 

２か月以内 

以下略 

 

別表第１関係 

過失による粗雑工事等 １ 本市契約 

（１）公衆に３名以上の死亡者を

生じさせたとき。 

 

（２）公衆に死亡者若しくは多数

の負傷者を生じさせ又は公衆に

重大な損害を与えたとき。 

（３）検査結果が不良であったと

き。（工事検査の場合は，評点が

５５点未満とされた工事を１か

年に２度生じさせたとき。） 

３か月以上 

６か月以内 

 

２か月以上 

３か月以内 

 

１か月以上 

２か月以内 

２ 一般工事 

（１）公衆に３名以上の死亡者を

生じさせたとき。 

（２）死亡者若しくは多数の負傷

者を生じさせ又は重大な損害を

与えたとき。 

２か月以上 

３か月以内 

１か月以上 

２か月以内 

以下略 

 

 


	【R7.4.1改正】指名停止等要綱　新旧対照表.pdf
	【R7.4.1改正】指名停止等要綱　別表　新旧対照表
	【R7.4.1改正】指名停止等要綱運用指針　新旧対照表
	【R7.4.1改正】指名停止等要綱　措置基準　新旧対象表

